
 

平成３０年度第２回北広島市国民健康保険運営協議会 
 

日時：平成３０年１１月２６日（月）午後 6 時～ 
場所：北広島市役所 ３階会議室３Ｃ 

 
 

～ 会議次第 ～ 
 

１ 開会 
 

２ 会長あいさつ 
 
３ 諮問 
  北広島市国民健康保険税の改定について 
 
４ 審議事項  
 （１）北広島市国民健康保険税率の改定について 

（２）北広島市国民健康保険税課税限度額の改定について 
  
５ 報告事項 

（１）平成３０年度国民健康保険事業特別会計補正予算（案）について 
 （２）北海道胆振東部地震にかかる災害減免について 

 
６ その他 

 
７ 閉会 
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審議事項（１）北広島市国民健康保険税率の改定について 

国民健康保険制度は、平成３０年度から都道府県単位で運営をすることとなり、市町村は、北海道が
決定する「国民健康保険事業費納付金」を納付するため、北海道から示される「標準保険料率」を基に
保険税率を決定することとなりました。 

そのため、毎年度、北海道から示される納付金及び標準保険料率を基に、市町村において保険税率を
改定する必要があります。 

北海道における納付金等の算定は、過去の実績値や、国が示す係数を基に行いますが、国の係数は、
10 月末の仮係数と 12 月末の確定係数の 2 回が示されます。 

 このたび、11 月 14 日に北海道から仮係数による算定結果の通知がありましたので、その内容をお
知らせいたします。 

今後は、12 月中旬に仮係数による第２回目算定、1 月に確定係数による算定が行われます。 
  

【資料の説明】 
資料① 平成３１年度国保事業費納付金等の算定（仮係数）について 

上段は、昨年度の平成３０年度納付金等算定の経過です。 
11 月の仮係数、1 月の確定係数ともに、北海道の激変緩和措置を受けたため、保険税収納必要額はほ

ぼ同額の約 12 億 2,400 万円（③、⑥）でした。 
標準保険料率は、【所得割：均等割：平等割】の割合の異なる２パターンが算定されます。 

○ 標準保険料率（北海道割合）  所得割：均等割：平等割＝40：42：18 
○ 標準保険料率（北広島市割合） 所得割：均等割：平等割＝47：31：22 

平成３０年度の保険税率は、北広島市割合を基に、被保険者数等を実態に合わせて積算し、保険税必
要額を賄える保険税率を算定しました。 

下段は、11 月 14 日に北海道から通知された平成３１年度の仮係数による算定結果です。 
 保険税収納必要額は、12 億 4,059 万円、1 人当たり 100,064 円でした（①）。 
 平成３０年度は、北海道の激変緩和の対象となりましたが、平成 31 年度は、道内における給付費の
自然増を考慮した激変緩和対象基準である平成28年度の10.75％増（【一定割合1.02*1.02＝4.04％】
+自然増 6.71％】）を超えなかったため、激変緩和の対象とはなりませんでした。 

この度の算定値（C）と前年度を比較すると、総額は増加し、被保険者数が減少となります。 
（１）平成 30 年度仮係数値（A）との比較では、1 人あたり 7,518 円、8.12％の増加となります。 
（２）平成 30 年度改定案（B）の最終数値との比較では、1 人あたり 5,771 円、6.12％の増加となり
ます。 
 
資料② 1 人あたり保険税収納必要額と北海道による激変緩和措置 

1 人あたり保険税収納必要額を棒グラフにしたものです。 
平成３０年度は、確定係数で①97,168 円でしたが、激変緩和措置により、【平成 28 年度+２％】を

超える分が③4,622 円補てんされ③92,546 円となりました。 
平成３１年度の仮係数値④100,064 円は、平成 28 年度の 10.75％増（【一定割合 1.02*1.02＝4.04％】

+自然増 6.71％】）を超えなかったため、激変緩和措置の対象とはなりませんでした。 
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１　H30年度納付金算定（H29年度に算定）

激変緩和額
保険税

収納必要額
激変緩和額

保険税
収納必要額

② ③（①-②）A ⑤ ⑥（④-⑤）
総額 99,953千円 1,224,378千円 61,149千円 1,224,389千円

被保険者数 13,230人 13,230人 13,230人 13,230人

1人当たり 7,555円 92,546円 4,622円 92,546円

北海道割合 北広島市割合 北海道割合 北広島市割合
A B C D E

所得割 6.54% 7.43% 7.27% 7.46%
均等割 29,201円 22,455円 27,315円 22,553円
平等割 20,241円 25,242円 18,931円 25,352円
所得割 2.04% 2.36% 2.24% 2.39%
均等割 9,094円 6,388円 8,549円 6,461円
平等割 6,304円 8,376円 5,925円 8,473円
所得割 1.80% 2.16% 1.87% 1.98%
均等割 11,603円 9,568円 9,632円 8,785円
平等割 5,340円 4,461円 4,989円 4,675円
所得割 10.38% 11.95% 11.38% 11.83%
均等割 49,898円 38,411円 45,496円 37,799円
平等割 31,885円 38,079円 29,845円 38,500円

２　H31年度納付金算定 ３　北海道による激変緩和措置
※H30.11.14北海道から通知  激変緩和措置の対象

 ① 前年度と比較して2％を超える分を補てん
 ② 自然増分（給付費の増等）は対象としない
 ⇒前年度と比較して【自然増分+２％】を超える分を補てん

② ③（①-②）C  ・H30年度は自然増分なしでH28+2％　～対象
総額 0千円 1,240,588千円  ・H31年度は自然増含みH28+10.75%　～対象外

被保険者数 12,398人 12,398人 　（【一定割合1.02*1.02＝4.04％】+自然増6.71％】）
1人当たり 0円 100,064円

４　年度間比較（再掲）

（１）H30年度仮係数とH31年度仮係数の比較
北海道割合 北広島市割合 H30仮係数 H31仮係数

所得割 7.81% 7.65% A C

均等割 29,347円 24,194円 総額 1,224,378千円 1,240,588千円

平等割 20,132円 27,289円 被保険者数 13,230人 12,398人

所得割 2.45% 2.50% 1人当たり 92,546円 100,064円

均等割 9,418円 7,068円

平等割 6,461円 9,344円 （２）H30年度最終値（改定案）とH31年度仮係数の比較
所得割 1.91% 2.01% H30改定案 H31仮係数
均等割 9,859円 9,097円 B C

平等割 5,085円 4,726円 総額 1,224,389千円 1,240,588千円

所得割 12.17% 12.16% 被保険者数 12,985人 12,398人

均等割 48,624円 40,359円 1人当たり 94,293円 100,064円

平等割 31,678円 41,359円

資料①　平成３１年度国保事業費納付金等の算定（仮係数）について

※市積算被保険者数
H29年11月　本算定（仮係数） H30年1月　本算定（確定係数） 改定案

激変緩和前 激変緩和前
保険税

収納必要額
① ④ ⑥（④-⑤）B

1,324,331千円 1,285,538千円 1,224,389千円

13,230人 13,230人 12,985人

100,101円 97,168円 94,293円

標準保険税率 標準保険税率 H30年度
保険税率

医療分
7.45%

21,800円
24,900円

後期分
2.37%

6,200円
8,300円

①

1,240,588千円

介護分
2.31%

8,800円
4,600円

合計
12.13%

36,800円
37,800円

H30年11月　本算定（仮係数）

激変緩和前 激変緩和額
保険税

収納必要額

12,398人

100,064円

標準保険税率

比較

医療分

C-A (C-A)/A

16,210千円 1.32％

▲832人 ▲6.29％

後期分

7,518円 8.12％

介護分
比較

C-B (C-B)/B

16,199千円 1.32％

合計

▲587人 ▲4.52％

5,771円 6.12％
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H28 H30 H30 H31

資料②　1人あたり保険税収納必要額と北海道による激変緩和措置

100,227円
 　100,101円

激変緩和
(道) ① 97,168円

 ④100,064円

（94,154円）

 92,546円  ③ 92,546円

H31算定時
90,498円

※H30算定時
90,731円

H28決算値
算定対象年度の
介護被保険者数
の割合により調
整するため、毎
年度変わる。

激変緩和措置
比較対象

   仮係数 　　 確定係数   仮係数
 　H30.11.14通知

２
％

２
％

自
然
増
6.

71
％

北海道による激変緩和措置
・ 前年度と比較して2％を超える分を都道府県繰入金等により補てん
・ H30～H35の6年間の措置（3年ごとに見直し）
・ 自然増分は含まない（保険税負担）
H31年度6.71％増（激変緩和措置後6.33％増）

・ H31年度激変緩和対象
【①一定割合1.02*1.02＝4.04％】+【②自然増 6.71％】＝10.75％

5,910円

②4,622円

7,555円

1,608円

1,815円
（90,731+2％）

（90,498+2％+2％）

6,073円

（H28:90,498

×6.71％）

（H28:90,498円+10.75％）
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審議事項（２）北広島市国民健康保険税課税限度額の改定について 

○ 課税限度額については、国の定める法定課税限度額の範囲内で市町村が決定する。 
○ 平成３０年3月３１日に地方税法施行令が改正され、平成３０年度からの法定課税限度額について、

医療分が 4 万円引き上げられ、合計で 89 万円から 93 万円となった。 
○ 北広島市では、国の 1 年遅れで改正する方針としており、平成３１年度において平成３０年度法定

課税限度額に改定する。 
 
１ 課税限度額の改正経過 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２ 改定の影響 
 医療分の課税限度超過額（平成 30 年度当初賦課データからの推計） 

 

 
H３０限度額 

 
H３１限度額

（案） 
差 

（H31-H30） 
影響世帯数 
課税増加額 

課税限度額 54 万円 58 万円 4 万円 － 

限度額超過世帯数 74 世帯 68 世帯 ▲6 世帯 74 世帯 

限度超過額 39,905 千円 37,109 千円 ▲2,796 千円 2,796 千円 

限度額 前年差 限度額 前年差 限度額 前年差 限度額 前年差 限度額 前年差

医療分 52万円 1万円 54万円 2万円 54万円 0円 58万円 4万円 － －

後期分 17万円 1万円 19万円 2万円 19万円 0円 19万円 0円 － －

介護分 16万円 2万円 16万円 0円 16万円 0円 16万円 0円 － －

合計 85万円 4万円 89万円 4万円 89万円 0円 93万円 4万円 － －

医療分 51万円 0円 52万円 1万円 54万円 2万円 54万円 0円 58万円 4万円

後期分 16万円 2万円 17万円 1万円 19万円 2万円 19万円 0円 19万円 0円

介護分 14万円 2万円 16万円 2万円 16万円 0円 16万円 0円 16万円 0円

合計 81万円 4万円 85万円 4万円 89万円 4万円 89万円 0円 93万円 4万円

改定内容

Ｈ30

Ｈ27法定額に
改定

Ｈ28法定額に
改定

－
Ｈ26法定額に

改定

Ｈ27 Ｈ28 Ｈ29

法定
限度額

北広島市
限度額

Ｈ31（案）

Ｈ30法定額に
改定

法定限度額の1年遅れで改正

5



 

３ 課税限度額を超過する所得の目安 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 下段（ ）内は給与収入換算額 
※ 平成 30 年度の保険税率で保険税を算出した場合に課税限度額を超過する所得額 
※ 世帯の内 1 名のみ収入がある場合の金額 

 

 H３０限度額 H３１限度額（案） 

課税限度額 54 万円 58 万円 

1 人世帯 
6,951,477 円 

（9,057,197 円） 
7,488,390 円 

（9,653,767 円） 

2 人世帯 
6,658,860 円 

（8,732,067 円） 
7,195,772 円 

（9,328,636 円） 

3 人世帯 
6,366,242 円 

（8,406,936 円） 
6,903,155 円 

（9,003,506 円） 
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（ 白 紙 ） 
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報告事項（１）平成３０年度国民健康保険事業特別会計補正予算（案）について 

 

《歳　出》　　 　（単位：千円）

当初予算額 現計予算額 補正額 補正後の額

45,875 45,875 270 46,145

26,235 26,235 270 26,505

12,193 12,193 0 12,193

7,447 7,447 0 7,447

4,678,948 4,697,923 50,562 4,748,485

一般療養給付費 4,021,687 4,021,687 0 4,021,687

退職 療養給付費 41,011 59,986 59,986

一般療養費 30,240 30,240 4,569 34,809

退職療養費 299 299 0 299

審査支払手数料 11,240 11,240 0 11,240

一般高額療養費 540,421 540,421 45,908 586,329

退職高額療養費 17,203 17,203 17,203

一般高額介護合算療養費 300 300 85 385

退職高額介護合算療養費 100 100 100

出産育児一時金 13,447 13,447 0 13,447

葬祭費 3,000 3,000 0 3,000

1,566,399 1,566,399 0 1,566,399

2 2 0 2

92,101 92,101 0 92,101

4,250 101,192 0 101,192

10,000 9,409 0 9,409

6,397,575 6,512,901 50,832 6,563,733

《歳　入》　　 　（単位：千円）

当初予算額 現計予算額 補正額 補正後の額

1,071,306 1,071,306 0 1,071,306

4,773,117 4,792,092 50,832 4,842,924

534,501 534,501 0 534,501

18,650 18,650 0 18,650

1 1 0 1

0 96,351 0 96,351

6,397,575 6,512,901 50,832 6,563,733

区　　　　　　分 説　　　　　　明

総 務 費

一般管理経費
国保都道府県単位化による国保事業報告システム（療養
給付費負担金・調整交付金機能）改修費負担金

保険税収納率向上対策事業費

賦課徴税費

保 険 給 付 費

療
養
諸
費

一般療養費の増
（見込みを上回ったため・1件当たり給付額の増）

高
額
療
養
費

一般高額療養費の増
（見込みを上回ったため・1件当たり給付額の増）

一般高額介護合算療養費の増
（見込みを上回ったため）

国民健康保険事業費納 付金

共 同 事 業 拠 出 金

保 健 事 業 費

諸 支 出 金

予 備 費

歳　出　合　計

区　　　　　　分 説　　　　　　明

国 民 健 康 保 険 税

道 支 出 金 ○普通交付金50,562増　○特別調整交付金270増

繰 入 金

諸 収 入

財 産 収 入

繰 越 金

歳入合計
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報告事項（１）平成３０年度国民健康保険事業特別会計補正予算（案）について 
 
 
【歳出補正予算】 
 
○一般管理費（負担金）執行見込みの増に伴う経費 

・都道府県単位化に伴う事業報告ｼｽﾃﾑ（療養給付費負担金・調整交付金ｼｽﾃﾑ）の改
修費に係る負担金経費 270千円 

 
○保険給付費の執行見込みの増に伴う経費 

・一般被保険者療養費 4,569 千円 
・一般被保険者高額療養費 45,908 千円 
・一般被保険者高額介護合算療養費 85 千円 

  
 歳出合計 50,832 千円  

 
 
【歳入補正予算】 
 
○道支出金の増額補正 
 ・一般管理費（負担金）の財源として 270 千円 
 ・保険給付費の財源として  50,562 千円 
 
 
                       歳入合計 50,832 千円  
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報告事項（２）北海道胆振東部地震にかかる災害減免について 

市では、北海道胆振東部地震により被災された方の生活再建支援のため、対象者に対し、
各種制度の減免制度の活用の案内を行いました。また、申請の簡素化による負担軽減を図る
ため、他の市税や保険料等と合わせて一括で申請受付を行っております。 

○ 10 月 27 日（土）、28 日（日）に受付窓口を開設 
 
１ 国民健康保険の減免制度概要 

災害により居住する住宅又は家財に損害を受け、国民健康保険税や一部負担金（医療機関
等での自己負担額）の納付が困難になった世帯に対し減免を行います。 

【国民健康保険の保険税】 
○ 対象 災害により住宅が全壊、大規模半壊、半壊の損害を受けた方等 
○ 減免内容  平成３０年 9 月６日以降に納期が到来する国民健康保険税を対象 

減免割合 
被災の程度 

合計所得金額 
半壊、大規模半壊 全壊 

500 万円以下 1/2 全部 
500 万円を超え 750 万円以下 1/4 1/2 
750 万円を超え 1,000 万円以下 1/8 1/4 

 
【国民健康保険の一部負担金（医療機関等での自己負担）】 

○ 対象 災害により住宅が全壊、大規模半壊、半壊の損害を受けた方等 
○ 減免内容 

平成３０年 9 月６日から１２月３１日までの診療、調剤及び訪問看護の自己負担額を
全額免除する。 

○ 減免方法 
 市が発行する「一部負担金免除証明書」を医療機関に提示することで、免除を受ける
ことができる。すでに支払った一部負担金がある場合は還付。 

 
２ 決定状況（H30.11.19 時点） 

 決定件数 減免額 
国民健康保険税 11 世帯 4,397,000 円 

一部負担金 13 世帯 20 名 － 
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